
別記
　　　　 第１号様式（第14条関係）

2023年　　3月　　1日

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

適 用 範 囲

　2025年7月1日

京都府相楽郡精華町光台1丁目6番1、6番2
大阪京阪奈データセンター

環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム の 名 称

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町1丁目11番地さくら綜合事務所内

電話番号： 03-4560-7115

環境マネジメントシステムの評価及び見直しの内容
評価・見直しの必要性については、原則として 1 年に 1 回検
討している。

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 進 捗 状 況

【ゼロ・ウェイスト】
証明書受領済
【省エネ/電気使用量削減】
・モジュールチラーの洗浄による熱交換の効率化
→年１回の洗浄を実施
・IT機器用空調機のフィルタ交換によるファン動力効率化
→毎日の巡回によりフィルターの確認実施
・共用部空調及び換気設備のスケジュール運転による使用エネルギーの削減
→１日の中で人がで入りするタイミングの約２時間のみ換気設備を稼働させるス
ケジュールに設定済

環境マネジメントシステム導入報告書

【ゼロ・ウェイスト】

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名）

（宛先） 京都府知事

導 入 年 月 日

認 証 番 号

【ゼロ・ウェイスト】
2023年以降にゼロ・ウェイストの目標を掲げ、2024年に認証を取得。
認証後も成果を計測するため以下を取り組んでいる。
燃えるごみ/全体ゴミ＝10％/年 以下継続

【省エネ/電気使用量削減】
エネルギー企画推進者・エネルギー管理員による、令和5年度を基準年とする新
たな実行計画の進捗管理を実施する。

サンライズ京阪奈特定目的会社
取締役　坂口　大祐

目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 の 内 容

【ゼロ・ウェイスト】
・新規の入場者にゴミの分別を教育
・3年ごとに再教育の実施
・ゴミ箱へ分別要求の掲示

【省エネ/電気使用量削減】
・モジュールチラーの洗浄による熱交換の効率化
・IT機器用空調機のフィルタ交換によるファン動力効率化
・共用部空調及び換気設備のスケジュール運転による使用エネルギーの削減

注　認証番号の欄は、導入した環境マネジメントシステムの内容について第三者の認証を受けている場合にのみ記入してください。

事 業 活 動 に 係 る 法 令 の 遵 守 の 状 況

【ゼロ・ウェイスト】
燃えるごみ/全体ゴミ＝10％以下を目標
【省エネ/電気使用量削減】
計画3年間の中で温室効果ガス排出量を施設稼働率見合いの年平均6％以
上削減する

環境に配慮した事業活動を自主的に進めていくため
の目標（以下「目標」という。）

・社内ミーティングを週1回行い、変更点を全国で共有している
・サイト内ミーティングを月1回実施し、環境と安全のマネージャーから
法令の変更点や教育を受けている

目標を達成するための取組の成果及び当該成果に対
する評価

【ゼロ・ウェイスト】
・新規の入場者にゴミの分別を教育→実施済
・3年ごとに再教育の実施→2026年3月以降実施予定（2023年設立のため未実施）
・ゴミ箱へ分別要求の掲示→実施済

【省エネ/電気使用量削減】
・モジュールチラーの洗浄による熱交換の効率化→実施済
・IT機器用空調機のフィルタ交換によるファン動力効率化→実施済
・共用部空調及び換気設備のスケジュール運転による使用エネルギーの削減→実
施済

基 本 方 針


